
 

大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、木造住宅に居住者の生命の安全を守る機能を有する耐震シェルタ－（箱

型）又は防災ベッド（以下「耐震シェルタ－等」という。）を設置する者に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付し、もって地震発生時において住宅内にいる市民の生命を守ることを目的と

する。 

（補助対象者） 

第２条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象となる者は、次の各号のす

べての要件を満たす者とする。 

（１） 補助金の交付の対象となる市内の木造住宅（昭和５６年５月３１日以前に着工され、現に

完成している市内の木造住宅で、耐震診断により構造評点０．７未満と診断されたものをい

う。）に現に居住していること。 

（２） 市税を滞納していないこと。 

（３） 大津市木造住宅耐震改修等事業による補助金を受けていないこと。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、木造住宅内に設置

する耐震シェルタ－等の本体及びその設置に要する経費とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、１戸当たり前条の補助対象経費以内の額とし、２０万円を限度とする。こ

の場合において、１，０００円未満の端数は切り捨てるものとする。 

（交付申請書） 

第５条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４条第１項

の規定により市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市個人木造住宅耐震シェル

タ－等設置補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 耐震診断結果報告書の写し 

（２） 見積書等の写し 

（３）  耐震シェルタ－等の強度について公的機関（一般財団法人日本建築総合試験所、一般

財団法人日本建築防災協会等）が作成する書類又は実物大モデル構造実験結果に関する

書類若しくは構造計算に関する書類  

（４） 申請者が建物所有者でない場合は、建物所有者による承諾書（様式第２号） 

（５） 市税の納税証明書 

（６） その他市長が必要と認める書類  

（交付決定通知書） 

第６条  規則第７条第１項の規定による通知は、大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補

助金交付決定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

（実績報告書） 

第７条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津市個人木

造住宅耐震シェルタ－等設置補助金実績報告書（様式第４号）とする。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 領収書等（明細を記したものを含む。）の写し 

（２） 写真（耐震シェルタ－等設置の施工前、施工中及び完了後のもの） 

（３） その他市長が必要と認める書類  

３ 第１項の実績報告書の提出は、当該事業の完了の日から起算して３０日以内又は補助金の

交付の決定に係る年度の２月２８日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

（確定通知書） 

第８条  規則第１５条の規定による通知は、大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金

確定通知書（様式第５号）により行うものとする。 



 

（交付請求書） 

第９条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、大津市

個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金交付請求書（様式第６号）とする。 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

２ この要綱は、県の個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金の交付措置が終

了するに至ったときは、廃止するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日）  

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

（経過措置）  

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用され

ている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３  この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



 

様式第１号（第５条関係） 

  年  月  日 

大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金交付申請書  

 

 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所 

                                    氏名                        

 

 

大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金の交付を受けたいので、大津市補助金等交

付規則第４条第１項の規定により、次のとおり必要書類を添えて申請します。 

 

１ 補助年度                           年度 

 

２ 住宅の所在地 

 

３ 建築年 

 

４ 診断評点 

 

５ 補助対象経費                          円 

 

６ 交付申請金額                          円 

 

７ 補助事業の完了予定日      年  月  日 

 

８ 関係書類 

（１） 耐震診断結果報告書の写し 

（２） 見積書等の写し 

（３）  耐震シェルタ－等の強度について公的機関（一般財団法人日本建築総合試験所、一

般財団法人日本建築防災協会等）が作成する書類又は実物大モデル構造実験結果に

関する書類若しくは構造計算に関する書類 

（４） 申請者が建物所有者でない場合は、建物所有者による承諾書（様式第２号）  

（５） 市税の納税証明書 

（６） その他市長が必要と認める書類 

  

 

 



 

様式第２号（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先） 

大津市長 

 

 

私は、（住宅所在地）                                       の木造住宅に、

居住者の生命の安全を守る機能を有する耐震シェルタ－等を設置することを承諾します。 

 

 

 

                            （木造住宅所有者） 

                                    住所 

 

                                    氏名                       ○印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請者が耐震シェルタ－等を設置する木造住宅の所有者の場合は不要です。 

 

 

 



 

様式第３号（第５条関係） 

  年  月  日 

大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金交付決定通知書  

 

 

様 

 

大津市長                 印 

 

 

年  月  日付けで申請のあった大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金

の交付について、次のとおり決定したので大津市補助金等交付規則第７条第１項の規定により通

知します。 

 

１ 補助年度                                 年度 

 

２ 住宅の所在地 

 

３ 交付決定金額                                円 

 

４ 交付条件 

（１）  大津市補助金等交付規則、大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金交付

要綱及び関係法令を遵守すること。 

（２） 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった

場合においては、速やかに報告してその指示を受けること。 

（３） 領収書等の宛名は、申請者の名義とすること。 

（４） 当該補助事業等の完了の日から起算して３０日以内又は補助金の交付の決定に係る

年度の２月２８日のいずれか早い日までに大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補

助金実績報告書を提出すること。 

（５）  補助事業等の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金等に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかにその旨を市長

に報告すること。 

  

 

 



 

 

様式第４号（第６条関係） 

  年  月  日 

大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金実績報告書 

 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所 

氏名                        

 

 

  年  月  日付け     第    号で補助金の交付の決定のあった大津市個人木造住

宅耐震シェルタ－等設置事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次の

とおり報告します。 

 

１ 補助年度                             年度 

 

２ 補助事業の完了日                  年  月  日 

 

３ 交付決定金額                            円 

 

４ 補助対象経費の精算額                      円 

  （補助対象金額） 

 

５ 関係書類 

（１） 領収書等（明細を記したものを含む。）の写し 

（２） 写真（耐震シェルタ－等設置の施工前、施工中及び完了後のもの） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第６条関係） 

  年  月  日 

大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金確定通知書  

 

 

様 

 

大津市長                 印 

 

 

年  月  日付け    第   号で補助金の交付の決定をした大津市個人木造住宅耐

震シェルタ－等設置事業について、次のとおり補助金の額を確定したので大津市補助金等交付

規則第１５条の規定により通知します。 

 

１ 補助年度                                 年度 

 

２ 住宅の所在地 

 

３ 交付決定金額                                円 

 

４ 補助対象経費の精算額                          円 

 

５ 交付確定金額                                円 

 

  

 



 

 

様式第６号（第７条関係） 

年  月  日 

大津市個人木造住宅耐震シェルタ－等設置補助金交付請求書 

 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所 

                                    氏名                       ○印  

  年  月  日付け     第    号で交付の確定のあった大津市個人木造住宅耐震シ

ェルタ－等設置補助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第１項の規定により次のとおり

請求します。 

  

１ 補助年度                                 年度 

 

２ 住宅の所在地 

 

３ 交付決定金額                                円 

 

４ 交付請求金額                                円 

 

５ 振込先金融機関 

   

金融機関名 
 

                    銀行・信用金庫・農協              支店 

口座番号 普通・当座 

口座名義 
 

 

 

 

  


